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  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
　本研究における研究成果の学術的意義は、会派案分比例原則や議員の副業・副収入規律といった、議院自律権
のもと議会に広い裁量が認められる「議会法」分野における規律形成について、その許容範囲を確定・画定する
「省察層」として憲法原理から導かれる規範的要請を明らかにする点にある。
　また、こうした研究成果によって、議院の「自主性を尊重」しながら、その内部事項に対して憲法規範的観点
から統制を加える余地が生まれることとなる。それによって、例えば裁判所による議会運営の規正への道が拓か
れることなどが期待されるところ、本研究の研究成果には、現実の社会における議会政の健全化に資するという
社会的意義が認められる。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
法学における従来の議会研究には、大別して、議会の「立法作用」を対象とする研究と、議会

の内部事項（組織・手続・紀律など）を規律する「議会法」を対象とする研究がある。 

このうち「立法作用」研究には、研究開始当初において既に、法哲学的・憲法学的・実践的観

点から多様・豊富な業績が存在する状況であった（井上達夫ほか編『立法学のフロンティア 1・

2・3』〔ナカニシヤ出版、2014 年〕など）。 

他方、「議会法」研究では主に、議会制度に関する規範の解明を目的として、議会の組織構成・

権限・手続などが比較法史的に検討されてきていた（大石眞『議院自律権の構造』〔成文堂、1988

年〕など）。従来のこうした比較法史的研究は、議会法が、議会実践の歴史のなかで自律的に構

築されてきたものであることに即した方法といえる。もっとも、かかる比較法史的研究において

は、憲法の観点は後景に退いてきたという状況がある。その理由は、議会法の領域に関しては、

実定憲法の定めに乏しく、議院自律権に基づいて議会に広い裁量が認められる点にある。また、

特に日本の国会に関して、議院自律権に対する制約の問題とされてきたのは、国会法と議院規則

の関係であり、憲法との関係が争点となってこなかったためでもある。 

しかし、議院自律権のもと、内部事項の規律につき議会に広い裁量が認められるとしても、憲

法規範による統制がありえないわけではない。憲法典の明文規定は勿論のこと、民主制原理や代

表原理などの憲法原理から導かれる諸要請も、議会法の形成についての指針や限界を提供しう

る。そして、議会法が議会実践のなかで自律的に構築されるものだからこそ、その許容範囲を確

定する「省察層」（参照、原田大樹『行政法学と主要参照領域』〔東京大学出版会、2015 年〕）と

して、こうした憲法レベルでの要請の解明には重要な意義が見出される。ところが、こうした観

点からの従来の研究としては、委員会の会議公開原則を代表原理などの観点から省察する研究

（山本悦夫『国民代表論』〔尚学社、1997 年〕第三章など）が存在する一方で、その他の事項に

ついては、研究開始当初においても未だ研究が進んでいない状況であった。 
 
２．研究の目的 
以上を背景として、本研究では、「議会法」領域の個別具体的な規律やこれをめぐる学説・判

例を参照することにより、民主制原理や代表原理などの憲法原理が「議会法」領域においてどの

ように展開されうるのかを解明することを目的として設定した。すなわち、議会の内部事項に関

する個別具体的な規律から議会法領域における諸原則や基本思考を剔抉したうえで、それらの

憲法原理的意義を考察することにより、一方で、憲法原理が議会法領域の個別事項について有す

る規範的含蓄を明らかにし、他方で、そうした憲法原理から導びかれる規範的要請に照らして、

議会法の形成に対する指針や限界を提供することが、本研究の目的である。 
 

３．研究の方法 
こうした目的を達成するために、本研究は、議会の内部事項の規律について、憲法の観点から

の判例・学説の蓄積が多いドイツとの比較憲法的観点から研究を進める。すなわち、着実な研究

成果を挙げるために、まずはドイツにおける豊富な議論を素材として一定の立脚点を確保した

上で、日独の憲法および議会法における異同を踏まえて、日本における議会法領域での憲法原理

の展開可能性を探究する方法を選択した。 

 
４．研究成果 
本研究課題の研究期間における各年度の研究成果は以下の通りである。 



（１）令和２年度 

令和２年度の研究成果として、前硲大志「会派案分比例原則の憲法的基礎づけ（１）（２・

完）―ドイツ連邦憲法裁判所判例における理論構成を素材として―」山口経済学雑誌69巻3・4

号（2020年11月）39-70頁、同5号（2021年1月）41-71頁を公表した。また、関西憲法判例研究

会等の研究会において、このテーマに関係する報告を実施した。 

上記の研究成果は、議会内部の組織構成、特に委員会等の合議体の人的構成に関する「会派

案分比例原則」について、ドイツ連邦議会に関する実定法（基本法・議事規則・選挙法）や憲

法判例、学説を手掛かりとしながら、憲法学の観点から省察したものである。ここでは、議会

の機能性や民主制原理における民主的正統化の要請といった憲法ランクの抽象的要請が、選挙

法や議事規則（特に会派に関する定め）などの下位規範によって形成される状況を前提とし

て、より具体的に会派案分比例原則を導くという規範構造を示した。 

この研究成果は、民主制原理という憲法原理が議会法領域における会派案分比例原則をどの

ように導くかを明らかにするものであり、本研究課題の目的である「憲法原理が『議会法』領

域においてどのように展開されうるかを解明すること」に資する意義を有する。とりわけ、上

記の研究成果を通じて、憲法と下位規範（議事規則や選挙法）との連関的考察の必要性が示さ

れた点には、議会法領域における憲法原理の展開可能性を探求するにあたっての方法論を提示

するという重要性がある。 

 
（２）令和３年度 

令和３年度の研究成果として、「議会法研究の方法に関する一試論」、「ドイツ連邦議会議

員法 2021 年改正（BGBl. I 2021, S. 4650 ff.）についての覚書」、「ドイツ連邦議会議員法

2021年改正と基本法」と題する報告を、それぞれ北部九州公法若手研究会にて実施した。 

「議会法研究の方法に関する一試論」は、議会法を憲法学の観点から考察する際のアプロー

チ・方法について若干の検討を施したものである。そこでは、憲法規定や憲法原理から導出さ

れる規範的要請が議会法形成に対する規範的評価の規準となりうるという視座のもと、そうし

た省察層としての憲法規範の充実化を図る場合に、一定程度、所与の議会法規範を議論の立脚

点とするアプローチが適切である旨を論じた。 

また、「ドイツ連邦議会議員法 2021 年改正（BGBl. I 2021, S. 4650 ff.）についての覚

書」および「ドイツ連邦議会議員法2021年改正と基本法」は、議員の副業・副収入規律につい

て、2021年10月に施行されたドイツ連邦議会議員法（行為規範）改正の内容を素材として、ド

イツ連邦憲法裁判所判例にも依拠しつつ憲法学の観点から考察したものである。同改正に至る

経緯としての議員スキャンダルを整理するとともに、2005年当時の行為規範の合憲性判断が裁

判官8名中4対4で分かれた判例に照らして、改正後の行為規範の内容がどのように評価されうる

かの方向性を示した。 

 
（３）令和４年度 

令和４年度の研究成果として、まず、「議員の権利に関する日独比較の覚書」と題する報告

を、大阪公法研究会において実施した。ここでは、憲法典に明文規定が置かれていない議員の

諸権利について、日本の憲法学においてはそれらを憲法解釈によって導出する試みが盛んでな

いのに対して、ドイツにおいては憲法解釈による議員の権利の基礎づけが積極的になされてい

る現状をみたうえで、ドイツでの議論において憲法典上の根拠とされる連邦共和国38条1項2文

（全国民の代表、自由委任）は、日本国憲法43条1項（全国民の代表）と比較・対照の余地があ

り、これを日本国憲法解釈の課題として提示しうることを報告した。 



次に、「ドイツ連邦議会における議員の権利の覚書」と題する報告を、北部九州公法若手研

究会において実施した。ドイツ連邦議会議員の地位および特典（免責特権・不逮捕特権・証言

拒否権・歳費請求権・議員職引受けおよび遂行の妨害禁止など）に関するドイツ連邦共和国基

本法の規定とその理解を紹介するとともに、同法に明文のない連邦議会議員の権利保障の理路

を概観した。 

また、「議員の副業・副収入規律の憲法的論点（１）―議員の独立性の観点から―」と題す

る論稿を、山口経済学雑誌第71巻第5・6号（2023年3月）にて公表した。同論稿は、議員の政治

倫理を確立するべく法律や議院規則で設けられる行為規範につき、議員の独立性の観点から、

その憲法的論点を提示するとともに検討を施すものである。とりわけ、議員の独立性を保障す

るドイツ連邦共和国基本法の規定とその解釈を確認することにより、本稿における検討のため

の実定憲法上の立脚点を確保した。また、本稿の具体的検討対象である2021年のドイツ連邦議

会議員法（「行為規範」）の改正について、その背景として、政治実務上のスキャンダルの概

要と、同改正と同時並行的に導入されたロビー登録簿法を紹介している。 

 
（４）令和５年度 

令和５年度の研究成果として、まず、前年度末に公表した「議員の副業・副収入規律の憲法

的論点（１）―議員の独立性の観点から―」と題する論攷の続きとして、「議員の副業・副収

入規律の憲法的論点（２・完）―議員の独立性の観点から―」山口経済学雑誌72巻1号83-110頁

を公表した。本稿では、2021年改正後のドイツ連邦議会議員法の規律内容について、制定過程

における連邦議会での議論をも踏まえて整理・紹介したうえで、ドイツ連邦憲法裁判所の判例

の判断枠組みに照らして、同改正後の規律内容の合憲性を検討している。 

 次に、「与党と野党」と題する論攷を、法学館憲法研究所Law Journal第29号120-141頁にて

公表した。本稿では、「与党」・「野党」という概念が日本国憲法のもとで有しうる規範的意

義について、日本国憲法における少数派・多数派の位置づけを踏まえつつ、議会における妥協

による多数派形成という視座から検討を施した。 
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